
徳島県介護実習・普及センター運営委員会設置要綱 
（設置） 
第１条 高齢者介護の実習等を通じて、県民への介護知識、介護技術の普及を図るととも
に、介護機器の展示・相談体制を整備し、介護機器の普及を図るために設置された徳島
県介護実習・普及センターの適正な運営を期するため、徳島県介護実習・普及センター
運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設置する。 

 
（審議事項） 
第２条  運営委員会は、徳島県介護実習・普及センターに係る次の事項について協議する。 

(1) 運営方針及び事業計画に関すること。 
(2) 事業内容及び推進方法に関すること。 
(3) その他運営に関する必要な事項。 

 
（組織） 
第３条 運営委員会は、委員１６名以内で構成する。 
２ 委員は、別表１に掲げる関係団体が推薦する者を知事が委嘱し、また、別表２に掲げ
る職にある者をもって充てる。 

３ 委員の任期は、２年間とする。ただし、再任を妨げない。 
４ 委員に欠員が生じ、補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
（委員長及び副委員長） 
第４条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。 
２ 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員の中から委員長が指名する者
をもって充てる。 

３ 委員長は、運営委員会の会務を総括し、運営委員会を代表する。 
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、
その職務を代理する。 

 
（会議） 
第５条 運営委員会は、必要に応じ委員長が召集する。 
 
（関係者の出席） 
第６条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意
見を聞くことができる。 

 
（庶務） 
第７条 運営委員会の庶務は、徳島県介護実習・普及センターにおいて処理する。 
 
（その他） 
第８条 この要綱で定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。 
 
 附 則 
１ この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 
２ 平成１２年３月３１日以前に就任した委員の任期は、第３条第３項の規定にかかわら
ず平成１３年３月３１日までとする。 

 
 附 則 
    この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。      
 附 則 
    この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。      
  附 則 
    この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 
  附 則 
    この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 
 附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



附 則 
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別表１ 
 

徳島県医師会 
徳島県栄養士会 
徳島県介護福祉士会 
徳島県看護協会 
徳島県建築士会 
徳島県作業療法士会 
徳島県歯科医師会 
徳島県市長会 
徳島県社会福祉協議会 
徳島県町村会 
徳島県民生委員児童委員協議会 
徳島県理学療法士会 
徳島県老人福祉施設協議会          
徳島県老人保健施設協議会 
日本福祉用具供給協会四国支部徳島ブロック 
（アイウエオ順） 
 
 

別表２ 
 
徳島県介護実習・普及センター所長 


